
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 近年、少子高齢化、高度情報化などを背景に、消費者を取り巻く社会経済

環境は大きく変化し、消費者トラブルも多種多様化する傾向にあります。 

 本講座は、県民の皆様に消費生活上のトラブルに対応する基礎知識を身に

つけていただき、自らの消費生活力を高めていただくとともに、地域の中で

の啓発や消費生活に関するサポート役として活躍していただくことを目的

として行うものです。全講座受講で修了証をお渡しします。 

 

１ 期間     令和５年２月３日(金)～２月１３日(月) 

※期間内でしたらいつでも受講ができます。 

２ 公開場所   YouTube「千葉県公式セミナーチャンネル」 

         ※受講者に動画配信用 URL を送付いたします。 

３ 対象     千葉県内在住・在勤の方 

４ 定員     １５０名程度 ※応募多数の場合は抽選となります。 

５ 受講料    無料     ※通信料は受講者負担となります。 

６ 申込締切    （令和５年１月２６日（木）締切） 

「ちば電子申請サービス」 

（受講申込フォーム）からお申込みください。 
 ※詳細は裏面をご覧ください。 

 
 
 
 

 

 

主催・問い合せ先・申込み先 千葉県消費者センター 担当 北條 

〒273-0014 船橋市高瀬町６６－１８ TEL ０４７（４３１）３８１１ 
                  FAX ０４７（４３１）３８５８ 

令和４年度 

消費生活サポーター養成講座 

（オンライン配信） 



講座内容 

テーマ 時間 

１．消費生活トラブルの現状 約４５分 

２．消費者の自立と法律 約１時間３０分 

３．消費者問題実践講座～事例と対処法～ 約４５分 

４．地域の見守り活動について 約４５分 

５．地域の消費者啓発活動について 約４５分 

時 間 計 約４時間３０分 

※テーマ等については、都合により変更することがありますのでご了承ください。 

※講義動画はコマ毎に配信いたしますが、①から⑤まで順に視聴いただくことを 

おすすめします。視聴可能期間内でしたら、いつでも受講可能です。 

 

申込方法 

 
◎受講申込は、「ちば電子申請サービス」（受講申込フォーム）からお願いします。 

 

 [講 座 名] 令和４年度消費生活サポーター養成講座（オンライン配信） 

 [申込締切] 令和５年１月２６日（木）※必ず受講者本人がお申込みください。 

受講申込フォーム（ちば電子申請サービス URL） 

https://s-kantan.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=15972 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

※ 本年度開催する本講座の全科目受講で修了証をお渡しし、希望される方は消費生活地域 

サポーターとして登録していただけます。登録された方には、県から情報提供等をいたします。 

※ 修了証は郵送により送付いたします。 

※ 受講決定通知・講義資料・配信 URL等はメールで送付します。 

※ 送信専用のアドレスからメールを送信させていただきますので、迷惑メールフィルタを  

使用している方は、あらかじめ「064c8@mz.pref.chiba.lg.jp」を信頼リスト（ホワイトリスト）に

登録しておいてください。 

※ 申込時にご入力された個人情報は、講座開催目的以外には使用しません。 

※ 講座の情報（配信ＵＲＬ・講義資料）の第三者への提供や講義資料の複製を固く禁じます。 

https://s-kantan.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=15972
mailto:064c8@mz.pref.chiba.lg.jp

